
１　水道事業の沿革

本市では、古くから清涼で豊富な地下水を飲用水、生活用水、農業用水、工業用水など、あら

ゆる用途に活用しており、特に旧西条市中心部の住民はうちぬきを飲用水、生活用水などに利用

していたため、水道事業は主に地下水が直接利用できない周辺地域への安全な飲料水を供給する

目的で実施してきた。こうした背景から、水道使用者は住民の約半数となっており、2025（令和

７）年３月末時点の普及率は47.9％である。また、本市の水道は、全水源を自己水源で賄ってい

るため受水の必要がなく、清浄な水質のため大規模な浄水施設を必要としないことが特徴となっ

ている。

２市２町では、合併時それぞれ次のような水道を有しており、合併後、基本的には当面旧２市

２町の事業をそのまま引き継ぐこととした（資料は平成17年３月末時点）。

合併後の主な沿革は次のとおりである。
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西条市水道事業へ統合

西条市水道事業へ統合

本市の水道事業は、こうして20年近くをかけて事業、会計、料金の統一を図った。

図表７-１-１は、合併から2024（令和６）年度までの給水人口・有収水量の推移を示したもの

である。

図表７-１-１　給水人口・有収水量の推移
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西条市水道事業へ統合

西条市水道事業へ統合

西条市水道事業へ統合
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２　水道ビジョン・水道事業経営戦略

中期的な視野から水道事業を考えていくため、2007（平成19）年１月に西条市水道事業中期経

営計画を策定した。同計画は「市民に愛される水道」を基本理念として、安心、安定、技術の継

承、サービス、環境の五つの目標を掲げ、2007～2011（平成19～23）年度を計画期間として、具

体的な事業及び財政計画を示したものである。2012（平成24）年１月には2012～2016（平成24～

28）年度を計画期間とした中期経営計画を策定した。

これまでの課題を明らかにし、水道の将来像を示すため、有識者と利用者による西条市水道ビ

ジョン策定委員会を設置して意見を集約し、2010（平成22）年９月に水道事業の基本的な考え方

と具体的な施策をまとめた西条市水道ビジョンを策定した。

同ビジョンは2004（平成16）年に厚生労働省が水道に関する重点的な政策課題と具体的な施策

を示した水道ビジョンを参考にし、第１期西条市総合計画との整合性を図りながら策定したもの

で、おおむね10年間に実施する事業の基本的な考えを示している。

2021（令和３）年３月には、同年度から2030（令和12）年度までを計画期間とする西条市水道

事業経営戦略をまとめた。「市民に愛される水道をめざして」を基本理念として、人口の減少や

施設の老朽化など水道を取り巻く状況の変化に対応し、事業の統合を進め、経営基盤の強化や財

政マネジメントの向上に取り組むことが同戦略の目標である。

同戦略の前提となる将来（令和27年度）の事業環境予測及び効率化・健全化に向けた今後の取

組は次のとおりである。

①　将来の事業環境

・給水人口…2019（令和元）年度５万3,000人→2045（令和27）年度４万1,000人

・水需要…約596万㎥→約550万㎥

・給水収益…約8.6億円→約7.7億円

・施設更新費用の見通し…今後30年間で約365億円（１年当たり約12.2億円）

・収支の見込み…現行の料金水準だと2036（令和18）年度から赤字の見込み

②　効率化・健全化に向けた今後の取組

・事業統合…2021（令和３）年度に簡易水道、専用水道を上水道に経営統合（認可は令和

　　　　２年度）

・料金負担の公平性の確保…2022（令和４）年度に料金を統一

・料金改定…おおむね４年ごとに料金の見直しを行う。

・広域化…愛媛県水道広域化推進プラン検討委員会のメンバーとして、最適な連携形態を

　　　　検討する。

・施設管理…修繕により施設の長寿命化を図りながら、計画的な施設の更新を行う。
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３　簡易水道・専用水道の統合

本市の水道事業は、2020（令和２）年度末時点で、事業別では、上水道が５事業、簡易水道が

３事業、専用水道が１事業であった。会計別では７会計で処理を行っていた。

様々な種類の水道があったため、複数の会計処理が必要で効率性が低く、各事業（会計）は規

模が小さく経営基盤が脆弱な状況であった。特に簡易水道事業は法非適用の特別会計事業として

運営していたが、給水原価が供給単価を上回り、収益性が著しく悪い状況にあり、上水道との統

合が急務であった。

そこで、効率化及び経営基盤の強化を図るため、2021（令和３）年度から簡易水道事業及び専

用水道事業を上水道事業へ統合（経営・会計統合）し、一つの上水道事業として事業運営を行う

ことにした。

統合前後の水道事業の関係を示したのが図表７-１-２である。

図表７-１-２　統合前後の水道事業

事業統合後、簡易水道料金は上水道料金と同額であったため、変更はなかったが、西ひうち専

用水道は異なる料金であったことから上水道料金を適用し、2021（令和３）年８月分から値上げ

になった。納付書等の名称も上水道料金に統一した。これまでと同じ施設から水道水を供給して

いるため、水質には変化はない。

本市の給水区域は図表７-１-３、2025（令和７）年３月末時点における上水道施設の現況は図

表７-１-４のとおりである。
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図表７-１-３：西条市の給水区域図

図表７-１-４　上水道施設の現況
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４　水道料金の統一

本市の水道料金は、合併以降も旧２市２町の料金体系がそのまま続き、地区間で料金格差が最

大約1.8倍と水道料金の負担の公平性を欠く状態であった。加えて、給水人口の減少により給水

収益の減少が見込まれる中、将来の施設更新等にかかる費用の確保について考える必要が出てき

ていた。そのため、水道料金の格差是正と料金水準の適正化を目指して、料金改定に取り組むこ

ととした。2014（平成26）年度からおおよそ３年ごとに学識経験者等の委員で構成する使用料等

審議会を開催し、統一案について審議を重ね、2015（平成27）年度と2018（平成30）年度に料金

改定を行って地区間の格差を縮小させ、2022（令和４）年度に料金体系と水道料金の統一を行っ

た。統一時の料金は図表７-１-５のとおりである。

具体的には、料金体系をメーター口径の大きさにより、基本水量、基本料金を設定する口径別

料金体系に統一した。需要に応じた費用負担の公平性と料金の明確性が確保できると考えられた

からである。また、市全体で平均改定率約1.1％の値上げの改定を行い統一した。地区ごとの平

均改定率は、西条地区約4.6％、東予地区約3.1％の値上げ、丹原地区約1.8％、小松地区約8.7％

の値下げとなった。丹原地区と小松地区の平均改定率は値下げになるが、小口径では使用水量に

より値上げになる場合があった。

この統一により地区間の料金格差は是正されたが、長期的に安定して安心で安全な水を供給し

ていくためには、将来の更新費用の確保が必要であり、料金水準の適正化という点ではこれ以降

も適切な時期に水道料金の見直しや改定を行うことが必要である。

図表７-１-５　統一時の水道料金表（１か月あたり）
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本市の水道事業は、地下水又は河川表流水を取水し、各地区に整備した水源地及び浄水場で塩

素処理などの浄水処理を行った後、配水池へ送りそこから各家庭の前の道路まで配水管を通して

運び水道利用者へと水を届けている。給水区域は広範にわたり、面積は100㎢を超える。市内の

主な水道施設として、29か所の配水池、22か所の水源地、12か所のポンプ場があり、広範囲に点

在している。水道管路延長は2024（令和６）年度末現在で約590kmに及ぶが、全体の24.4％に当

たる約144kmが布設後40年を経過しており、今後20～30年で多くの管路が順次40年を経過してい

く状況の中、優先順位をつけ、更新していく必要がある。

これに加えて、災害時にも安定的に水を供給するため、水道施設の耐震化や配水池更新時に緊

急遮断弁を設置するなどの対策に取り組んでおり、今後も継続していく必要がある。

修繕による施設の長寿命化や管路の更新は、多額の費用を要することから、可能な限り平準化

を図るなどし、計画的な更新を進めていかなければならない。

なお、各地区における配水管の布設替については、老朽管布設替（耐震化）事業として現在も

継続して実施している。

合併後に取り組んだ主な施設整備の実績は図表７-１-６のとおりである。
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図表７-１-６　合併後の主な施設整備の実績
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地方公営企業である水道事業は、給水収益、企業債を主な財源とし、独立採算で経営を行って

いる。水需要の減少に伴い、給水収益の減少が見込まれる中、健全経営を続けるため、経費の抑

制に努めるとともに収益を確保し、経常収支比率の向上を目指してきた。また、本市は企業債残

高対給水収益比率が他市と比較して高いため、2021（令和３）年度から水道事業経営戦略に基づ

き、企業債充当率を事業費の50％程度に抑え同比率の抑制に取り組んでいる。

施設更新や企業債償還金には、利益等によって生み出される内部留保資金が財源として充当さ

れる。施設更新需要の高まりにより資金は減少するため、利益の水準を維持することにより、資

金残高の確保を図っていく必要がある。

上記の条件のもと、行った財政試算の結果を踏まえて、2022（令和４）年度以降、４年毎に料

金の見直しを行うことを収支計画の基本とし、水道事業の持続的かつ健全な経営を目指していく

こととしている。

2021（令和３）年度に一つの上水道として統合されるまで、本市には五つの上水道があった。

各施設のデータは2021（令和３）年３月末の統合時点のものである。

１　東部地区上水道（西条地区）

新居浜市に隣接している地区で、2004（平成16）年度に五つの簡易水道を統合し、上水道とし

て創設した。2009（平成21）年度に工事を完了している。２か所の深井戸を水源とし、給水戸数

3,534戸、給水人口6,966人に年間86万6,781㎥の水を塩素消毒して配水していた。統合後の地区

名称は西条東部地区。

２　西部地区上水道 （西条地区）

東予・小松地区に隣接している地区で、1998（平成10）年度に三つの簡易水道を統合し、上水

道として創設した。2001（平成13）年度に工事を完了している。２か所の深井戸を水源とし、給

水戸数2,821戸、給水人口5,555人に年間71万6,923㎥の水を塩素消毒して配水していた。統合後

の地区名称は西条西部地区。

３　東予地区上水道（東予地区）

今治市に隣接している地区で、1997（平成９）年度に１次拡張の変更認可を受け、2010（平成

22）年度に工事を完了した。給水戸数9,109戸、給水人口２万633人に年間214万7,771㎥の水を、

２か所の深井戸から地下水を、１か所の取水堰から地表水を取水し、地下水は塩素消毒し、地表

水は緩速ろ過を行った後、塩素消毒して配水していた。統合後の地区名称は東予地区。
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４　丹原地区上水道（丹原地区）

東予地区・丹原地区簡易水道と隣接する丹原地区上水道は、1998（平成10）年度に四つの簡易水

道を統合する変更認可を受け、2002（平成14）年度に工事を完了した。給水戸数3,358戸、給水

人口6,974人に年間75万3,627㎥の水を、２か所の深井戸と１か所の浅井戸から地下水を取水し、

塩素消毒して配水していた。統合後の地区名称は丹原東部地区。

５　小松地区上水道（小松地区）

丹原地区簡易水道に隣接している地区で、1992（平成４）年度に小松サービスエリアへの区域

拡張の変更認可を受け、1994（平成６）年度に工事を完了した。給水戸数3,350戸、給水人口

8,093人に年間75万3,835㎥の水を、１か所の深井戸、２か所の浅井戸から地下水を取水し、塩素

消毒して配水していた。統合後の地区名称は小松地区。

2021（令和３）年度に上水道に統合されるまで、本市には三つの簡易水道があった。各施設の

データは2021（令和３）年３月末の統合時点のものである。西条地区にあった飯岡、大谷、オレ

ンジハイツ、グリーンハイツ、玉津東部の五つの簡易水道は、前述のとおり2004（平成16）年度

に統合し、東部地区上水道を創設した。

１　中野地区簡易水道（西条地区）

1988（昭和63）年に区域拡張の変更認可を受けた。給水戸数362戸、給水人口728人に年間７万

5,104㎥の水を、１か所の深井戸から取水し、塩素消毒して配水していた。統合後の地区名称は

中野地区。

２　港新地地区簡易水道（西条地区）

西条地区の海岸部にあり、2001（平成13）年度に給水量の増加と区域拡張の変更認可を受け

た。給水戸数345戸、給水人口426人に年間10万9,084㎥の水を１か所の深井戸から取水し、塩素

消毒して配水していた。統合後の地区名称は港新地地区。

３　丹原地区簡易水道（丹原地区）

丹原地区の西部にあり、1997（平成９）年度に四つの簡易水道統合の変更認可を受け、2003

（平成15）年度に工事を完了した。給水戸数1,124戸、給水人口2,221人に年間25万6,780㎥の水

を２か所の深井戸、１か所の浅井戸から地下水を、１か所の取水堰から地表水を取水し、地下水

は塩素消毒し、地表水は緩速ろ過した後、塩素消毒して配水していた。統合後の地区名称は丹原

西部地区。
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2021（令和３）年度に上水道に統合されるまで、本市には一つの専用水道があった。データは

2021（令和３）年３月末の統合時点のものである。

１　西ひうち専用水道（西条地区）

東部地区上水道に隣接して、西条地区の海岸部にあり、1981（昭和56）年に創設した。西ひう

ち地区にある企業など73施設に対し、年間28万8,858㎥の水を、１か所の深井戸から取水し、塩

素消毒して配水していた。統合後の地区名称はひうち地区。

県の条例により設置された県条例水道（計画給水人口50人以上100人以下）として、東予地区

に黒谷県条例水道がある。データは2025（令和７）年３月末のものである。

１　黒谷県条例水道

東予地区北部の山間部にあり、1993（平成５）年に変更申請を行い、浄水施設を改良した。１

か所の取水堰から地表水を取水し、緩速ろ過を行なった後、塩素消毒して配水している。給水戸

数は26戸、年間配水量は5,624㎥、上水道への事業統合はせず、一般会計事業として運営してい

る。図表７-１-７は、合併から2024（令和６）年度までの給水人口・配水量の推移を示したもの

である。

図表７-１-７　県条例水道の給水人口・配水量の推移
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１　下水道事業の沿革

本市では公共用水域の水質保全と生活環境整備を目的として、合併前から旧西条市の西条処理

区と旧東予市・旧丹原町の東予・丹原処理区において公共下水道事業に着手していた。西条処理

区は1974（昭和49）年度に事業に着手し、1985（昭和60）年３月に供用を開始した。港新地地区

では、1991（平成３）年３月に公共下水道としては全国初の真空式下水道システムを導入してい

る。また、旧西条市では1986（昭和61）年度から小規模下水道事業にも着手し、コミュニティプ

ラント事業は1989（平成元）年４月、農業集落排水事業は1990（平成２）年４月に供用を開始し

ている。

一方、東予・丹原処理区は1983（昭和58）年度に事業着手し、1991（平成３）年３月に供用を

開始した。

これ以降、両処理区は公共下水道事業計画により、区域の拡大を図りながら順次整備を進めて

きたが、効率的な汚水処理整備の観点等により、2024（令和６）年３月に区域の縮小を行った。

いずれの処理区も、下水の排除方式は分流式で、家庭などから排出された汚水は管渠を通って

それぞれの浄化センターへと流入している。浄化センターへ送られた汚水は、沈砂池、最初沈殿

池で泥などの固形物を取り除いた後、エアレーションタンクで活性汚泥という微生物の集合体に

よって処理され、水中の汚物は最終沈殿池に沈められる。こうして浄化された水は、紫外線滅菌

処理を行った後に海に放流している。

本市沖合の燧灘では、古くから養殖ノリの生産が盛んに行われてきたが、近年の収穫量の減少

や色落ちによる品質の低下が問題になってきている。こうしたことから漁業組合から窒素、リン

などの栄養塩類を多く流して欲しいという強い要望があり、本市では2011（平成23）年度から、

海苔の養殖期間（10月～翌年３月）に二つの終末処理場で能動的運転管理を実施し、流入下水中

に含まれる窒素、リンの除去率を低下させる硝化抑制運転等により海域に栄養塩類を供給してい

る。今後も愛媛県で策定中の栄養塩類管理計画を踏まえながら、地域の実情に配慮したきめ細か

な運転管理を行っていく。

2015（平成27）年７月の下水道法改正により、公共下水道管理者は発生汚泥等が燃料又は肥料

として再生利用されるよう努めなければならないことになった。これを受けて、本市では2023

（令和５）年度までは、二つのセメント工場でセメント資源として再資源化していた。しかし、

2023（令和５）年３月の「発生汚泥等の処理に関する基本的考え方について（国土交通省下水道

部長通知）」により、発生汚泥等は肥料としての利用を最優先することとされたため、2024（令

和６）年度から、セメント工場１社と肥料化事業者２社を主な処分先として処理を行うことに

なった。

また、ヤンマーエネルギーシステム㈱高松支店が西条浄化センターの敷地内に発電設備を建設

し、未利用の消化ガスを使って発電し、固定価格買取制度（ＦＩＴ）を利用して、電力の売却を
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行う消化ガス発電事業を2025（令和７）年度から開始する予定である。売電収入の一部はガス売

却益として本市に納入されることになる。

西条処理区と東予・丹原処理区の全体計画推移は図表７-２-１のとおりである。

図表７-２-１ 西条処理区と東予・丹原処理区の全体計画の推移

合併協定書では、公共下水道事業未実施である小松町も含め、新市移行後早い時期に公共下水

道整備事業（全体計画）の見直しを行い、下水道使用料については新市移行後も当分の間現行通

りとし随時調整するという方針を定めていた。その後、2015（平成27）年度に開催した西条市使

用料等審議会において、約３年ごとに見直しを図り、早期に両地区の使用料を統一するという答

申が出され、定期的に使用料の見直しを行っている。

合併後の主な公共下水道事業の沿革は図表７-２-２、現況は図表７-２-３のとおりである。

図表７-２-２　合併後の主な公共下水道事業の沿革
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図表７-２-３　公共下水道事業の現状
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処理区

２　公営企業会計への移行

本市の公共下水道事業は、特別会計により市民の下水道使用料、企業債（借金）、市の一般会

計からの繰入金（補助金）、国の補助金等で運営していたが、財政運営の効率化や透明性の向上

を目的として、2020（令和２）年度から地方公営企業法の一部を適用（財務適用）し、公営企業

会計へ移行した。公営企業会計への移行により、従来の一般会計からの繰入れに依存した経営か

ら脱却し、独立採算制を原則とした経営の健全化に向け、費用対効果を検証した上で事業を行う

必要性が増してきた。そのため、使用料の改定や整備区域の縮小など、事業計画の抜本的な見直

しを進めていくこととした。

３　下水道計画区域の見直し

本市では、これまで下水道全体計画区域は、平野部において既存集落を中心とした区域に設定

してきた。また、公共下水道事業計画は、用途地域を基本としつつ、順次、区域を拡大し、整備

を進めてきた。

しかし、2014（平成26）年１月、国土交通省、農林水産省、環境省の３省合同通知により、

「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想の見直しについて」の方針が示され、 

これを受けて愛媛県は、2017（平成29）年度に、「第三次愛媛県全県域下水道化基本構想」の中

間見直しを行い、10年概成に向け、2026（令和８）年度の汚水処理人口普及率89.9％（下水道普

及率61.6％）の方針を示した。

本市においても、公共下水道事業の課題である施設の老朽化の進行や人口減少などによる収入

の減少などが顕在化しており、また、2020（令和２）年度から公営企業会計に移行したことによ

り、独立採算制による経営が求められるなど、抜本的な計画の見直しが必要な状況となっていた。

このため地域の実情に応じた経済比較や時間軸の観点から、効率的かつ適正な処理区域への見

直しを行うこととし、その結果、今後約360億円かかると見込まれる未整備区域の整備を縮小す

る方向で検討し、西条市公共下水道全体計画（汚水計画）の見直しを行った。

区域設定に当たっての方針は次の４点である。

①　既全体計画区域で事業計画区域外の区域については除外。

②　現事業計画区域内の接続困難地区（河川縦断、自然流下困難等）は除外。

③　本管から接続家屋までの距離が長く、個別処理が有利な場合は除外。

④　要望調査から得た意向等を活用し、整備予定区域を設定し、費用対効果の検討を行い、

　　　　区域を設定する。

この見直しにより、事業計画面積は西条処理区で1,678.6haから1,576.1haに、東予・丹原処理

区で695.0haから589.2haに減少した。全体計画ベースの縮小面積は、約1,042.3ha減となり、推
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事業施行年度

定事業費の縮減額は約346億円を見込んでいる。また、事業計画ベースの縮小面積は、約208.3ha

減となり、推定事業費の縮減額は約53億円を見込んでいる。

見直し後の下水道計画区域内においても未普及地域が残っているため、費用対効果の高い地区

を優先して整備を進め、未普及地域の早期解消に努めていく。2023（令和５）年度末の公共下水

道処理人口普及率は62.4％であり、2029（令和11）年度に66.0％とすることが目標である。下水

道計画区域外の汚水処理については、合併処理浄化槽による処理となる（詳細については６編２

章３節を参照）。

図表７-２-４　公共下水道事業計画の変遷

４　下水道使用料の改定（統一）

地域間格差の大きかった下水道使用料の統一と公共下水道事業の経営の健全化は本市合併以来

の懸案事項であり、西条市使用料等審議会で広く意見を聴きながら、2016（平成28）年度から３

年ごとに使用料の改定を行ってきた。
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2021（令和３）年12月の市議会で、西条地区と東予・丹原地区の使用料統一の前提条件となる

基本水量と認定水量の統一、西条地区の使用料を平均14.7％値上げする条例案が可決され、2022

（令和４）年７月請求（４・５月使用分）から適用された。

しかし、基本水量・認定水量を統一しても、2024（令和６）年度時点で、20㎥当たりの月額使

用料（税込）を比較すると、西条地区は1,610円で、東予・丹原地区の1,870円より260円安く、

県内他市の平均は2,945円（本市を除く）、全国の類型平均は2,887円（令和５年度、本市を含

む）となっており、両地区とも大幅に低かった。また、経費回収率は2023（令和５）年度で

55.0％と県内平均の88.4％と比較しても低い状況にあった。

そこで、下水道使用料の統一と経営の健全化のため、2025（令和７）年３月議会で、両地区の

下水道使用料の統一、本市全体で平均25.5％値上げする条例案が可決され、2025（令和７）年９

月請求（６・７月使用分）から適用されることとなった。併せて西条地区の地下水使用の事業者

等を対象に、東予・丹原地区と同様に量水器の使用料を徴収することとなった。

今後も使用料収入で経費を賄えるよう、適正な使用料（経費回収率100％以上）まで値上げ、

改定していく。

また、2024（令和６）年度に、西ひうち下水道処理区域を西条処理区に統合する排水区域の変

更を行った。統合後も、西ひうち下水道の使用料単価、算定方法を引き継ぐこととしたため、下

水道使用料は従前のとおり算定される。

2025（令和７）年の改定後の公共下水道使用料と量水器使用料（１か月当たり、税抜）は図表

７-２-５のとおりである。

図表７-２-５　改定後の下水道使用料と量水器使用料
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１　整備計画

国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一括化し、地方公共団体にとって自由度が高

い総合的な交付金として、2010（平成22）年度に社会資本整備総合交付金が創設された。また、

2012（平成24）年度の補正予算から、インフラの総点検・再構築、生活空間の安全確保などに役

立てる事業を支援するため、防災・安全交付金が新設された。これらの交付金は、2016（平成

28）年度から重点配分対象事業に充てられており、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大

臣に提出する必要があった。

そのため本市では、「豊かな自然と共生する生活基盤の整備を図る下水道事業の推進」の名称

で、2016（平成28）年度に通常の整備計画を、2018（平成30）年度に重点計画を作成し、現在で

は一つの通常の整備計画と二つの重点計画に基づき、交付金事業を実施している。

各交付金事業の整備計画の内容は、次のとおりである。

①　社会資本整備総合交付金（重点）…通常の整備計画から、全て重点計画へと移行した。

　　　主に管渠整備事業等の未普及対策事業を行っており、2023～2027（令和５～９）年度を計

　　　画期間とする第２期重点計画の成果目標は、下水道処理人口普及率の60.1％から60.7％へ

　　　の向上である。

②　防災・安全交付金（重点）… 2018～2022（平成30～令和４）年度を計画目標とする第１

　　　期重点計画の目標は、市街地の浸水対策施設整備の推進であり、成果目標は、施設整備が

　　　必要な三津屋雨水ポンプ場の実施率を4.0％から44.3％に向上することであった。また、

　　　2023～2027（令和５～９）年度を計画期間とする第２期重点計画の目標は、第１期と同様

　　　であり、成果目標は、事業箇所における浸水被害軽減戸数の増加（０戸から17戸に増加）、

　　　施設整備が必要な三津屋雨水ポンプ場の実施率向上（48.1％から90.7％に向上）、施設整

　　　備が必要な船屋ポンプ場の実施率向上（0.0％から100.0％に向上）としている。

③　防災・安全交付金（通常）… 2016～2020（平成28～令和２）年度は、老朽化対策の必要

　　　な施設の改築、市街地の浸水対策施設の整備の推進を目標として、長寿命化施設整備率を

　　　31.3％から96.9％に、都市浸水対策達成率を42.5％から42.9％に向上させることを計画の

　　　成果目標とした。2021～2025（令和３～７）年度は、ストックマネジメント計画に基づく

　　　施設改築の推進、施設の耐震・耐津波化に向けた実施計画策定の推進を目標として、スト

　　　ックマネジメント計画対象施設整備率を24.3％から78.4％に、耐震・耐津波実施計画策定

　　　率を11.1％から55.6％に向上させることを目標として事業に取り組んでいる。
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加温２段消化）

２　下水道施設

本市の管理・運用する下水道施設の概要は図表７-２-６、浄化センターの処理量等の推移は図

表７-２-７、排水設備等設置状況の推移は図表７-２-８のとおりである。

図表７-２-６　下水道施設の概要

(1) 終末処理場

ア　西条浄化センター

イ　東予・丹原浄化センター
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(2) ポンプ場

ア　西条地区
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イ　東予・丹原地区

ウ　マンホールポンプ場

2025（令和７）年３月31日現在、標高の低い地域の汚水を処理場へ送るため、西条処理区で63

基（汚水）、東予・丹原処理区で14基（汚水）、低地の雨水排水を目的として中部排水区に３基

（雨水）のマンホールポンプ場を整備している。
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図表７-２-７　浄化センターの処理量等の推移
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図表７-２-８　排水設備等設置状況の推移

2024（令和６）年度の本市の公共下水道事業の財政状況は、汚水処理費11億1,666万円に対し

て、収入は下水道使用料６億4,041万円で、経費回収率57.35％にとどまり、４億7,625万円の財

源不足を市税などで補っている状況である。本市の下水道施設は、総額767億円以上の費用を投

じて建設してきたが、今後、標準耐用年数を経過した老朽化施設が年々増加する。施設全体を標

準耐用年数で更新等する場合、2040（令和22）年頃には管渠延長の約４分の１以上が標準耐用年

数（50年）を超えることもあり、同年頃には、改築更新費用が約65億円/年とピークを迎えるこ

とが想定されるため、ストックマネジメント計画に基づき、リスク評価などを勘案して適切な時

期に改築更新を実施し、費用の平準化を図っていく必要がある。
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項 目 ／ 事 業

また、本市の公共下水道事業が2020（令和２）年度から公営企業会計に移行したことにより、

下水道使用料等の収入による独立採算制の原則に基づく経営が一層求められている。

2020（令和２）年度から西条浄化センター及び東予・丹原浄化センターやポンプ場の運転管理

業務について包括的民間委託を導入し、民間事業者の創意工夫やノウハウの活用、有資格者の配

置により、施設の継続的な機能保全を図っている。

また、2024（令和６）年度から、浄化センターや管渠などの管理や運営及び更新計画などの業

務を一体的に民間委託し、運営コストの削減を図るウォーターＰＰＰ導入の可能性について調査

している。

本市には、三つの小規模下水道事業が存在していたが、施設維持管理費の縮減を目的として、

2015（平成27）年度にはコミュニティプラントを、2017（平成29）年度には農業集落排水を公共

下水道へ統合した。また、西ひうち下水道についても、2024（令和６）年度に統合し、全ての小

規模下水道を公共下水道に統合した。

１　小規模下水道事業の概要

２　コミュニティプラント（飯岡中部地区地域し尿処理施設整備事業）

1989（平成元）年４月に供用を開始し、処理区域42ha、処理人口2,700人に最大汚水量1,380㎥/

日で対応していた。排除方式は分流式。

３　農業集落排水

1990（平成２）年４月に供用を開始し、処理区域36ha、処理人口2,020人に、最大汚水量667㎥/

日で対応していた。排除方式は分流式。
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農業集落排水事業(神戸東部地区)

４　西ひうち下水道

近年、豪雨災害が激甚化・頻発化しており、全国各地で甚大な被害が発生している。本市では

2006（平成18）年度に、過去の台風や集中豪雨被害を取りまとめ、浸水被害の解消・軽減を図る

ために「総合治水対策検討報告書」を作成し対策を進めてきた。2020（令和２）年２月に「西条

排水区全体計画策定委託業務」により、単位面積当たりの被害額、24時間後浸水面積によるリス

ク評価を行い、その結果と過去の浸水実績や重要施設の集積度などにより優先度の高い箇所を選

定しており、その内容も含めた本報告書の更新を2023（令和５）年７月に行い、同年度に優先度

の高い朔日市地区において、中心市街地浸水対策事業に着手した。2014（平成26）年度から、光

下田地区の排水路整備を実施しているところである。今後は洲之内地区や天神地区の排水路整備

を進めていく予定である。また、こうしたハード対策を補完するソフト対策として浸水シミュ

レーションによる内水浸水想定区域図を作成し、それを基に内水ハザードマップの作成を行い、

浸水被害の最小化につながる取り組みを進めている。
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図表７-２-10　浸水対策一覧 
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地下水保全条例の施行

１　地下水保全の経緯

旧西条市では、地下水を直接汲み上げて生活用水として使用する家庭が多いという事情から、

地下水資源調査を行うなど地下水に対する関心が高かった。2001（平成13）年１月にマンション

建設に伴う地下水汚濁が発生したことから、条例制定の必要性が強く求められるようになり、合

併直前の2004（平成16）年４月に「西條市地下水の保全に関する条例」（旧地下水保全条例）を施

行した。

合併後、同条例の新市の全域適用も検討したが、旧東予市、旧丹原町、旧小松町では地下水資

源調査を実施しておらず条例に規定されている手続きの履行が困難だったことから、同条例は旧

西条市域に限定した暫定施行となった。

その後、国の水循環基本法の施行等を受け、2023（令和５）年４月に市全域を対象とする「西

条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例」（地下水保全条例）を施行した。地

下水保全条例の施行に至る経緯は次のとおりである。

２　地下水法システム研究会

地下水を市民共有の財産として位置付け、保全管理計画及び条例による保全の在り方や市民へ

の周知方法などを検討するため、2009（平成21）年１月に設置した。京都府立大学の川勝健志准

教授を座長とし、全国の法学や行政学、資源学などの専門家から構成されている。

研究会設立の目的は次のとおりである。

①　地下水を「市民共有の財産」と位置付けた保全策の検討

②　地下水保全管理計画の策定

③　旧地下水保全条例の見直し（条例の適用地域を旧西条市域から市全域に拡大）

同年３月には地下水に関する市民意識調査（無作為抽出、市民5,000人）を行い、2,039人から

回答（回答率40.8％）を得た。さらに、同年８月から2010（平成22）年10月にかけて地下水（生

活用水）に関する市民意識調査（市内の地下水がある地域３万4,182世帯）を行い、３万806世帯
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から回答（回答率90.1％）を得た。同研究会は、これらの調査結果及び後述する道前平野地下水

資源調査の結果を基礎資料とし、地下水保全に向けた基本理念や法制度の仕組みについて、2017

（平成29）年５月まで検討を続けた。

３　西条市地下水保全管理計画

水資源調査や地下水法システム研究会などでの議論に基づき、本市の地下水の諸問題を解決

し、地下水がもたらす様々な恩恵を将来にわたって持続させることを目的として2017（平成29）

年８月に西条市地下水保全管理計画を策定した。同計画では、これまで土地に付随するもの（個

人のもの）と考えられていた地下水を「地域公水」と位置付け、市民、事業者及び行政が一体と

なって保全し、水量と水質の両面を管理していく取組を推進するものとした。

2020（令和２）年12月、同計画は内閣官房水循環政策本部により「流域水循環計画」に認定さ

れた。2014（平成26）年７月に施行された水循環基本法に基づき決定された水循環基本計画にお

いて、流域の総合的かつ一体的な管理を行う考え方を流域マネジメントと呼び、これを実行する

ため地域の実情に応じて流域水循環計画の作成を行うことを求めている。2025（令和７）年３月

現在、流域水循環計画は全国で計84計画となっている。

４　西条市地下水保全条例

西条市地下水保全管理計画の策定に続き、地下水法システム研究会は現行条例の見直しに入

り、2019（令和元）年６月から、2021（令和３）年３月まで９回にわたって研究・議論を重ねた。

これまでの調査研究や自然科学的知見に基づいて、各方面から地域性等を考慮した条例項目に

ついての検討を行い、2022（令和４）年９月の市議会定例会において、「西条市地下水の保全及

び管理並びに適正な利用に関する条例」（地下水保全条例）案を提出し可決され、2023（令和

５）年４月に同条例を施行した。このことは、本市の地下水行政における一つの大きな節目と

なった。

地下水保全条例の適用範囲は市全域とし、地下水を市民の共有財産である「地域公水」として

位置付け、地下水を量及び質の両面で育てながら使い持続可能な地下水利用を図る「育水」の考

えの下、地域が一体となって地下水を守り、適正な利用を図ることとした。また、地下水への影

響が想定される事業所の開設や井戸の設置については許可制とし、有害物質の使用や地下工事に

ついては届出制とするなど、地下水の汚染や水量減少等の影響を未然に防止するための必要な規

制を行うとともに、汚染時等の対策を定めている。

５　西条市地下水利用対策協議会

地下水利用対策協議会は、工業用水等での過度な地下水利用による地盤沈下といった問題が全

国的に表面化していた際、国の旗振りにより、全国各地で設立が進められたものであり、本市で

は、旧西条市において1973（昭和48）年11月７日に設立し、合併後も引き継いでいた。

会員については、設立当初は20事業所、1995（平成７）年度は28事業所、2024（令和６）年度

は12事業所と推移している。

第７編　水の保全・利用 第３章　水資源

— ４６３ —



同協議会は、地下水源の保全涵養及び地下水の適正な利用を推進するため、会員事業者の工業

用水等需要調査や井戸設置にかかる審査・承認等を行っていたが、企業における地下水利用量の

減少や、西条市地下水保全協議会の設立、地下水保全条例の施行等もあり、所期の目的を果たし

たことで、2024（令和６）年度に解散した。

６　西条市地下水保全協議会

西条市地下水保全管理計画に基づき、市民、事業者と行政が地下水の将来ビジョンや目標、そ

れを達成するための手段や３者の協働など、その望ましい在り方などについて対等な立場で話し

合い、ともにその未来をつくっていくため、「西条市地下水保全協議会」を設置した。

同協議会は地下水法システム研究会と同じく、京都府立大学の川勝健志准教授を会長として、

2018（平成30）年11月に設置し、2024（令和６）年５月までに12回の協議会を開催した。2019

（平成31）年３月には後述する分水問題における「西条と松山の水問題に対する６つの提案」に

ついて、本市に意見書を提出した。2023（令和５）年から、育水に関する情報発信など、より小

さな規模でテーマを絞って活動する分科会も設置している。

１　地下水位・水質調査

本市には、西条平野と周桑平野にそれぞれに地下水を貯める帯水層がある。上水道などの本市

の水源のほとんどは地下水であり、目に見えない地下水位の状況を把握し、観測したデータを

「見える化」することは非常に重要である。

地下水の水量や水質の維持・保全を図るため、市内23か所の観測井において地下水位の観測を

実施しており、水質については、市内の70地点（主に一般家庭）において、毎年地下水の一般項

目調査（一般細菌、理化学試験等11項目）を実施して監視を行っている。なお、全ての検査箇所

において全項目調査（51項目）を５年周期で実施している。この他、市内の公共施設においても

地下水の水質検査を行っている。

2023（令和５）年度及び2024（令和６）年度には、全国的に水道水源や河川水等において検出

され問題になっているＰＦＯＳ及びＰＦＯＡについて、市内計４か所（２か所/年）の地下水を

調査し、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの量の和で暫定目標値（50ng/ℓ）を大きく下回っていることを確

認した。

これら水位観測や水質調査に関するデータをはじめ、地下水に関する様々な情報を掲載した

「地下水年報」を2011（平成23）年度から毎年、制作・発行している。

２　道前平野地下水資源調査

本市の地下水が形成された仕組みやその量と流れを解析して、地下水位の低下や塩水化を防

ぎ、地下水を永続的に利用可能にするためにはどのくらいの涵養量が必要か検証を行い、地下水
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の保全策を探るため、2007（平成19）年度から2011（平成23）年度まで５年をかけて地下水資源

の調査を実施した。調査に当たり、愛媛大学の高瀬惠次教授を座長として、地質学、環境学、地

球化学などの専門家からなる道前平野地下水資源調査研究委員会を設置した。

2013（平成25）年1月には、「西条平野の地下水利用にかかる適正な加茂川伏没量について」

同委員会から答申を受けた。答申によると、加茂川からの伏没量（地下水涵養量）がかんがい期

（５月～９月）に毎秒3.5㎥以上確保されれば、将来にわたり、地下水の安定的な水位の維持と

塩水化の防止が可能であるとのことであった。

３　地下水水質詳細調査～千の水を採って～

本市と総合地球環境学研究所は、市内の水について総合的な研究として2010（平成22）年２月

から３月にかけて、主に各家庭で使われている地下水を市内の約1,000地点で調査した。その結

果を基にミネラル成分や微量元素、安定同位体など様々な水質項目について濃度分布図を作成

した。

４　水資源・地下水モニタリング調査

将来の環境変化（地下水の塩水化・硝酸汚染等）に適切に対応するため、経時的モニタリング

が必要と思われる地点において水（地下水、河川水及び雨水）の当該モニタリングを大学機関に

委託して継続して実施している。水（Ｈ２Ｏ）を構成する水素と酸素の安定同位体比をトレー

サーとして利用し、地下水の涵養域の推定や地下水流動を把握するため、市内の主要地点に大気

降下物採取器を設置し、採取された降水及び観測井戸での水安定同位体比の測定を行うととも

に、塩水化に関するモニタリングのため、市塚の観測井戸における電気伝導率の連続測定を行っ

ている。また、市内10地点に地下水及び河川水の観測定点を設け、月１回の試料採取（採水）を

行い、地下水等に含まれる主要溶存イオンの分析により、水質形成の要因，水質形成の変化等に

ついて明らかにするとともに、塩水化や硝酸態窒素に関する有効なモニタリングを行っている。

１　名水サミット

環境庁（当時）が1985（昭和60）年に「名水百選」を選定したことをきっかけに、同年、選定

地の所在する市町村が連携し、水環境の保護の推進と水質保全意識の高揚を図ることを目的とし

て全国水環境保全市町村連絡協議会が設立された。名水を核とした地域づくりの推進や水の重要

性の周知を目的として、協議会会員市町村の持ち回りで開催している全国大会及びシンポジウム

が「名水サミット」である。

2020（令和２）年７月18・19日の２日間、本市で「名水サミットｉｎさいじょう」が開催され

ることになり、シンポジウムなどの企画と併せて名水百選カードの作成準備を進めてきた。残念

ながら、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本市でのシンポジウムは中止となった

が、名水百選カードは予定どおり作成し、同年８月から市役所本庁で希望者に配布している。
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２　地下水サミット

豊かな天然水を地下から直接汲み上げて、生活用水や農業用水等として利用する市町村が、

「安全・安心でおいしい地下水連絡協議会」を設立し、その保全と利用促進に向けて情報交換と

実践を推進する場として、2009（平成21）年から「安全・安心でおいしい地下水サミット」を開

催している。

2013（平成25）年11月10日、第４回サミットが本市で開催された。北海道から東川町、福島県

から川内村、古殿町、小野町が参加し、鳥越皓之早稲田大学教授による基調講演、山本貴仁西条

自然学校理事長による事例発表の後、市町村長サミットが行われ、最後に「2013年 安全・安心

でおいしい地下水サミット宣言」が採択された。

３　シンポジウム・フォーラム

地下水や水資源の価値や保全策について啓発するため、本市が主催したあるいは本市で開催さ

れたシンポジウムやフォーラムは次のとおりである。

また、2009（平成21）年３月16日から22日の間、トルコのイスタンブールで開催された「第５

回世界水フォーラム」（Ｗｏｒｌｄ　Ｗａｔｅｒ　Ｆｏｒｕｍ）に、本市と水に関する共同研究

を行っている総合地球環境学研究所（大学共同利用機関法人　人間文化研究機構）が参加し、本

市の水利用や歴史について発表している。

４　水に関する出前講座・水の歴史館（バーチャルミュージアム）

本市の地下水について理解を深め、大切にする意識を育むため、希望する小・中学校や団体向

けに、水環境や地下水をテーマとした出前講座を2006（平成18）年度から実施している。

また、本市ホームページに「水の歴史館」（バーチャルミュージアム）を立ち上げ、「人と

水」、「産業と水」、「環境と水」の視点から水に関する様々な情報を発信している。
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いわゆる「松山分水問題」は、2006（平成18）年１月12日に、松山市が本市へ愛媛県西条地区

工業用水の一部転用の要望書を提出したことに端を発する。

その背景として、松山市の積年の課題である水不足がある。松山市は、年間を通し降雨量の少

ない土地でありながら水源に乏しく、毎年のように取水制限が行われる石手川ダムと、少雨が続

くと著しく水位が低下する重信川の地下水のみに頼る状況が続いていた。上水の約半分を賄う石

手川ダムですら、事業計画においてピーク人口37万人を目処に1973（昭和48）年３月に竣工され

たものであり、現在の50万人を超える同市の生活用水と農業用水を支えるには脆弱であった。

「平成の大渇水」と後に呼ばれた1994（平成６）年の記録的少雨では、北九州から関東まで多く

の地域で取水制限を余儀なくされ、松山市でも、同年６月から翌1995（平成７）年５月までの段

階的な長期取水制限が行われ、石手川ダムの貯留水が底をつくという枯渇も経験した。

新水源として、これまで面河ダムからの分水や山鳥坂ダムからの分水が考えられた時期もあっ

たが、財政負担の問題や国の計画見直し等の問題もあり、水源の確保は実現できずにいた。

こうした状況の中、松山市では「節水型都市づくり条例」を制定して節水を徹底し、短・中・

長期的な施策に取り組む一方で「それでもなお足りない部分については、新規水源開発で賄う」

ことを基本スタンスに、ダムや工業用水の転用及び下水処理水の再利用や新規ダム建設、海水の

淡水化施設の建設や人工降雨などの「あらゆる方策（19の新規水源開発方策）[１]」の検討を進

めた。そして、2005（平成17）年12月、松山市議会において「黒瀬ダム未利用水からの松山分水

を最優先とする」決議が採択され、翌2006（平成18）年１月、中村時広松山市長が愛媛県と本市

へ分水要望書を提出した。

要望の内容は「黒瀬ダムから取水する工業用水 （日量22万9,000ｔ）に余剰があるならば、工

業用水の使用目的を変更して、松山市の将来の人口増加に伴い不足することが予測される日量4

万8,000ｔの水道用水として使用したい」というものであった。これを受けた伊藤市長は、「要

請は真摯に受け止め、市民、議会と共に取り組みたい」と回答した。

また、前年12月に庁内に設置した水資源対策調査研究会において、広報紙で市内外から意見を

募集し、地下水位の観測データ、分水した場合の問題点を取りまとめるなど、市民への周知に努

めた。

その後、両市はこの問題に取り組み、事務レベルでのやり取りも交わしたが、進展には至らな

かった。そうした中、2007（平成19）年５月31日から、松山市と本市並びに新居浜市を交えた３

市による事務レベル協議の場として、分水に関する意見交換会が始まった。

第１回交換会では、まず松山市が、上記の水事情や新規水源確保策及び節水型都市づくりの取

第２節　分水に関する意見交換会
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組など、要望に至る経緯と現状を説明した。本市からは、歴史に残る渦井川・中山川・大明神川

の水利紛争を例に挙げ、物権の優先的効力や物権的請求権を持つ水利権の法律的性格を強調する

とともに、「水利権は簡単なものではない」ことや、「後世に大きな影響を与える」ことを主張

し、加えて本市の水事情も説明した。新居浜市からは、各種用水の現状が説明され、地下水の状

況についても「現在は足りている」との認識が示された。

この意見交換会は、翌2008（平成20）年３月まで６回に及んだ。意見交換会により３市の水資

源の現状や課題について情報共有ができた一方で、お互いの意見や主張は平行線をたどったこと

もあり、その後、意見交換会は中断され、しばし分水に関する直接的な協議は途切れた。

黒瀬ダムは、二級河川・加茂川水系加茂川に建設された多目的ダムである。事業計画は1939

（昭和14）年の加茂川河水統制事業に遡り、当時の西条町長、神戸村長、大保木村長、橘村長を

中心とした加茂川河水統制期成同盟会運動を経て、翌1940（昭和15）年には、建設予定地となっ

た黒瀬村での住民説明会が行われている。ダム建設に伴う立ち退きの補償交渉は難航し、太平洋

戦争のさなか1944（昭和19）年には建設事業もいったん中止となったが、終戦後12年が過ぎた

1957（昭和32）年10月に加茂川水系開発調査特別委員会が再び設置され、1961（昭和36）年には

加茂川総合開発調査も開始された。その後、1964（昭和39）年４月に黒瀬ダム建設事業（県営）

として着手され、1973（昭和48）年３月の竣工まで実に34年に及ぶ時を要した。

完成した黒瀬ダムに貯水が始まり、導水管や浄化施設の施設整備等を経て、1976（昭和51）年

３月には西条地区工業用水の取水堰及び沈砂池工事が竣工した。1981（昭和56）年４月には黒瀬

発電所で住友共同電力㈱がダムを利用した発電を開始し、1984（昭和59）年４月にはダムから西

条地区への一部給水を開始した。1994（平成６）年の大渇水を経て、1996（平成８）年７月には

西条地区工業用水利用促進協議会を設立し、1997（平成９）年３月には主要幹線配水管布設工事

が完了し、新居浜地区と壬生川地区への給水を開始した。

しかし、西条地区工業用水は事業としての収支バランスを欠き、施設建設時に借り入れた企業

債の返済資金を用水の使用料金収入等で賄えない状態が続いていた。そうした問題の解消に向

け、1997（平成９）年度には建設事業をいったん休止し、前述のとおり、既に完了していた配水

管布設による新居浜地区と壬生川地区への給水を開始したものの、2006（平成18）年度における

計画給水量一日当たり22万9,000㎥に対する契約水量は５万2,380㎥と、計画量の22.9％にとどま

り、依然として伸び悩みが続いていた。

県は、建設時の企業債返済の不足額を一般会計からの無利子貸付（156億円）で対応するな

ど、それまでの支援に限界があるとして、2007（平成19）年度からは、他事業からの貸付や土地

造成事業の余剰資金17億円を充当するなどして対応したが、今後10年間に見込まれる資金不足額

（約48億円）を鑑み、抜本的な経営改善方策を求めて、2009（平成21）年３月に西条地区工業用

水道事業経営改善計画を策定した。それに基づき、翌2010（平成22）年には計画給水量を一日当

たり22万9,000㎥から８万7,420㎥へと縮小し、縮小水量相当分の企業債を一括して繰上償還（借
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換え）した結果、2010（平成22）年度以降の単年度損益収支は黒字へと転換した。

愛媛県の工業用水事業損益収支は図表７-４-１のとおりである。

図表７-４-１　愛媛県工業用水事業損益収支表

前述の2008（平成20）年３月における第６回意見交換会の後、しばし分水に関する直接的な協

議は行われなかった。この時期、本市では水位の低下や塩水化進行等の指摘を重く受け止めなが

ら、有識者や学識経験者を招いた地下水や水資源の調査を続け、市民への情報周知に努めてい

た。一方、2007（平成19）年から３年連続の渇水に見舞われた松山市では「第３の水源の確保を

求める市民の会」が32万人の署名を中村時広松山市長へ届けるなどの大きな動きがあった。

そうした中、2010（平成22）年８月11日、中村松山市長が加戸守行愛媛県知事へ協議会設置の

要望を行い、同月24日には加戸知事が本市を訪れ、「同ダムを含む加茂川水系の利用の現状につ

いて、県と松山、西条両市が共通認識を持つための場」として協議会の設置を要請した。

知事の訪問を受けた本市の伊藤市長は要請に応じながら、協議会には工業用水を利用する新居

浜市も加えることや、事務レベルで問題点を洗い出すワーキンググループを設置することを提案

し、加戸知事もこれを了承した。

その後、加戸知事は任期半ばでの退任を決意し、同年９月14日には県議会本会議において正式

に退任を表明した。

同年９月27日には県、松山市、本市、新居浜市の４者による「水問題に関する協議会」が設立

され、同日に第１回の幹事会を開催し、今後の協議手続きの確認を行った。

同年11月、県知事の後任には、初当選を果たした前松山市長の中村時広氏が就き、松山市の新

市長には、初当選の野志克仁氏が就任した。
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水問題に関する協議会の幹事会はその後、2019（令和元）年５月22日の最終回まで、計16回に

も及んだ。主な協議内容とその経緯は次のとおりである。

１　３市の水問題について

幹事会では、これまでの意見交換会における協議内容に加え、更なる説明を要する課題や新規

課題、説明を求められた事項についての説明を行った。

同幹事会の資料により、当時の本市の状況について補足しておく。

2009（平成21）年度における本市の上水道普及率は45.7％で、給水人口５万2,871人、年間給

水量551万599㎥であり、それ以外の生活用水は地下水で水道資源の94％を地下水に頼っている。

農業用水では、かんがい期における河川の表流水の利用が53％、溜め池が11％と渇水の影響を

受けやすく、水不足は水都と呼ばれる本市自身の問題でもある。

加茂川長瀬流量と地下水の相関関係については、本市が1978（昭和53）年から観測を続ける

中、長瀬地点の流量が毎秒４㎥より下がると地下水位が低下することがわかっており、「地下水

には河川法の水利権が認められていない＊１ため、涵養源である加茂川の流量が重要であり、黒

瀬ダム建設当時に策定された加茂川総合開発計画を見直す必要がある」とも報告している。
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第２回幹事会協議内容における３市の水問題の課題と対応

〈西条市〉

・渇水時における農業用水の水不足対策が課題である。

・上水道の安定的確保のための新たな水源確保が課題である。

・生活用水の多くを依存している地下水については、その保全のため地下水資源調査や

　地下水条例等の研究を行っており、地下水保全が課題である。

・特に加茂川流域では、地下水資源調査解析の結果を踏まえながら、地下水と加茂川の

　流量について研究を加えたうえで地下水の保全をすることが課題である。

〈新居浜市〉

・現在のところ、水の需給バランスは取れており、深刻な問題も起こっていないことか

　ら当面の課題はない。

〈松山市〉

・2005（平成17）年度の上水道の需給予測により、新規水源開発量として日量４万8,000㎥

　が必要である。

・各種方策のうち海水淡水化と黒瀬ダムの水の転用を選定し、コスト面等に優れる黒瀬

　ダム用水の転用を最優先としている。

・その後の水資源賦存量の再検証によっても供給可能量に変更はない。

・需要量は、今後人口変動等により変わる可能性があるが、事業化時点で検証するもの

　と考えており、現時点では、日量４万8,000㎥の確保が課題である。

*１　2008（平成20）年当時、一般的に地下水は土地所有者の私財と考えられていたが、地下水の公共性・財産価値

　から、2014（平成26）年に施行された水循環基本法で地下水は公水であるという概念が明確化された。
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（黒瀬発電所）

兎之山水利組合

神戸橘一部土地改良区

２　加茂川流況と地下水

第３回幹事会では、「加茂川の水事情の現状分析について」を議題とし、次の３項目につい

て、主に県と本市がそれぞれ説明と意見の交換を行った。

・加茂川の水利権や水利使用の現状について

・加茂川流域の地下水の状況について

・黒瀬ダムの放流操作と河川水や地下水との関係について

まず、加茂川の水利権と水利使用の現状については、松山市からの質問「黒瀬ダムの県営西条

工業用水道の当初計画給水量日量22万9,000㎥と現在の計画給水量日量８万7,420㎥との差の水量

の権利は、誰が持っているのか」に対し、県は水利権における貯留権と取水権はいずれも県公営

企業管理局が持っているとし、水量の差分に関しては「現在、その差の水量を取水する権利は誰

にも与えられていない」と答えた。

当時の黒瀬ダムの関係河川使用者は図表７-４-２のとおりである。

図表７-４-２　黒瀬ダムの関係河川使用者

また、この水利権については「事業目的で排他的・独占的に利用することができる権利」であ

る旨が補足され、新規の水利権を得るには次の４項目について河川管理者が審査を行う必要があ

るとした。

①公共の福祉の増進

②実行の確実性

③河川流量と取水量との関係

④公益上の支障の有無

うち③については、１年を通じ安定した取水が可能であることが条件となり、渇水時などにお

ける自流の範囲で取水できない場合は、新たにダム等を建設し水を開発する必要があるとの説明

がなされた。

次に、加茂川流域の地下水の状況だが、黒瀬ダムの放流操作と河川水や地下水との関係につい

て、本市15か所の観測井における2010（平成22）年の地下水位観測データにより、降水量が地下
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水位に影響していることを説明し、また、加茂川流況の経年変化として、「自然流況（ダムがな

いものとした場合の流況）の経年変化を見ると、豊水流量＊２は増加傾向にあるが、平水流量＊３

以下は低下している」と報告した。また、併せて報告した瀬切れ＊４については、県から河床の

目詰まり調査について問い直される場面もあり、加茂川の流量と瀬切れの因果関係を明らかとす

るに至らず、次回以降の協議へと持ち越された。

なお、加茂川の流量と本市の地下水位低下及び塩水化の因果関係、その対策案についての協議

は、2011（平成23）年８月に３市で開催された市民説明会の取りまとめを行った第５回及び第６

回の幹事会を挟み、協議末期の2019（令和元）年まで続いた。

2015（平成27）年８月13日の第10回幹事会において、県は「西条と松山の水問題に対する６つ

の提案」という資料を示した。同会に提示された内容は次のとおりである＊５。

この「６つの提案」に対し、松山市は2017（平成29）年９月22日に野志松山市長名で回答を提

出した。[２]

一方、2018（平成30）年11月26日の定例記者会見で、中村知事は、水問題について記者に自身

の考えを問われ、松山市長時代を含むこれまでの経緯を説明した。県の立場を「市町村間の連絡

調整事務、広域行政をつかさどるところ」と前置きし、「（松山と西条に）ブリッジを架けると

いうことになれば、県の出番かなというのが、こうした分水を呼びかける背景」としながらも、
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＊２　豊水流量　年間95日間は、この流量を下回らない流量

＊３　平水流量　年間185日間は、この流量を下回らない流量

＊４　瀬切れ　河川の表流水が河口に到達する前に地面に浸潤し、流れが途切れてしまう現象

第５節　県からの提案と３市の回答

「黒瀬ダムからの補給」について県の検討結果

県営黒瀬ダムには西条の地下水涵養のために必要な加茂川流量を確保できる能力があります

～かんがい期に長瀬地点で毎秒５㎥～

　さらに使用目的が決まっていない、利用可能な水が日量５万８,000 ㎥あります

〔西条と松山の水問題に対する６つの提案〕

～西条、松山両市の皆さんの議論を期待します～

①西条、松山両市の水問題を一緒に解決しませんか

②西条の水文化を将来にわたり守るため県営黒瀬ダムの具体的な活用方策を検討しませ

　んか～県が全力で支援します～

③渇水時の西条市優先をルール化しませんか

④松山市は通常時にダムからの取水を抑制しませんか

⑤松山市はダム上流域で水源涵養をしませんか

⑥西条市と松山市との交流・連携を考えませんか
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「（分水は松山と西条の）相互にメリットのある解決方法」であると述べた。さらに、本市へ

は、「本来だったら、例えば、工業用水を加茂川の流量を増やすために流すという選択肢である

ならば、県から工業用水を買っていただくということになるんですけれども、広域行政でやる場

合は、超法規的な措置、政治的な判断で、広域でやる場合だったらなんとか考えられるのではな

いかという提案になっています」と発言した。また、「場合によっては、（松山市への）水利権

の移転というのも選択肢に入る」と、問題の着地点として分水を取りあげ、双方の選択肢を提示

しつつ、言葉を重ねて解決策へ誘導する姿勢を見せた。[３]

2019（平成31）年３月20日、西条市議会は、水位低下や塩水化進行など地下水の一部が危機的

な状況にあるとして、分水提案には応じないとする「『水の都』西条の水を守る決議」を全会一

致で採択した。これを受けて、本市の玉井市長は同月28日に愛媛県庁を訪れ、県の示す「西条と

松山の水問題に対する６つの提案」について「応じることは困難である」という回答を知事へ手

渡した。この回答は、先の市議会決議のみならず、本市が2017（平成29）年８月に策定した西条

市地下水保全管理計画や、それに基づいて組織した西条市地下水保全協議会の協議結果ととも

に、長年に及ぶ市と市民の直接対話を経て導き出した内容となっている。

その一部を引用する。「（黒瀬）ダム建設に当たっては、黒瀬地区に住む112世帯300人余が立

ち退きを余儀なくされましたが、『この地域が発展するのであれば』と、断腸の思いで故郷を去

るご決断をいただいたものであり、その先人の思いは重く受け止めなければならず、決して蔑ろ

にはできないと考えております」とし、また、自身の政治信念として「私は一貫して『ダムの水

は域外には出さない』との思いを表明してまいりました」と記した。

県から提案された６項目については、「各関係団体をはじめ多くの市民の皆さまのご意見をお

伺いして、鋭意議論を進めてまいりました」として、「ダムの活用と松山の水事情は別問題であ

り、切り離して考えるべきである」という市民の声や、本市地下水保全協議会の意見として、黒

瀬ダム建設当時に立ち退きを決断した地域住民を慮ることのほか「県営黒瀬ダムの貯水量には不

確実性があり、そのリスクは気候変動の影響で高まっている、などの６項目が示されていた」等

を示し、市民、学識経験者、市議会、市長の意見が一致し、結論へ至ったことを明言している。

この回答には、本市地下水保全協議会の会長である川勝健志会長（京都府立大学准教授）の意

見書と、本市議会による「水の都」西条の水を守る決議の決議書が添付された。

同年４月８日に、改めて玉井市長は野志松山市長を訪問し、先の回答について説明した。

その後、４月16日に、松山市からは新たな提案書[４]が届けられた。その中で、先の本市の回

答を「極めて重いものと受け止めております」とし、「回答を尊重しつつ、本市としては、あら

ゆる可能性を排除せず、将来的な展望も含め、独自の提案を行いながら、意見交換等を継続させ

ていただきたい」と、要望があった。さらに、「節水等の取組の情報提供について」「連携・交
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＊５　６つの提案には、本文中の６項目に、上記の定例記者会見における知事の発言の真意解説と、分水への合意

　結果をメリット・デメリットとして比較した表を加えた2019（令和元）年版がある。
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流協定の締結について」「事務レベルによる意見交換について」の提案３項目に、長い補記が付

されていた。本市では、２市の相互協力に関する３項目の提案には同意したものの、殊に分水に

繋がる補記については同意しかねるという姿勢を貫いた。

また、これをもって、県が広域調整の役割から降りる旨を決定したことで、水問題に関する協

議会は同年５月の第６回幹事会にて今後の方向性を話し合った。その結果、松山市は会の休止・

存続を希望したが、本市、新居浜市、県ともに「（県が降りるのであれば）現在の枠組みでの協

議を続けることは困難」「４者協議を継続する環境にない」「（会は）もう十分に役割を果たし

た」などとして、協議会の廃止が採決された。

一方、松山市と本市は、その後も新たなフェーズに向けた取組と事務レベルでの協議を重ね、

2022（令和４）年８月４日には「渇水等の緊急時における相互応援に関する協定」を締結した。

緊急時における応援給水活動、水道施設等の応急復旧活動、応急復旧活動に要する物資・資機材

等の提供などを定めたものである。

喫緊の課題を抱えた双方が、困ったときには共に助け合い応援し合うことを目的として交わし

たこの協定の締結をもって、両市は長きにわたった「水問題」に区切りを付け、相互協力の時代

へと歩み入っている。
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＜出典＞

[1] あらゆる方策・19の新規水源開発方策とその検討結果　松山市

　　https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/suigen/mizumondai.files/housakukentou.pdf

[2] 西条と松山の水問題に対する６つの提案 回答・松山市

　　市https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/suigen/6teian-kaitou.files/6teian-kaitou.pdf

[3] 平成30年度11月知事定例記者会見の要旨について　https://www.pref.ehime.jp/page/11271.html

[4] 松山市からの提案　https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/20462.pdf

＜図表の出典＞

・図表７-４-１　愛媛県工業用水事業損益収支表

　出典先は愛媛県公営企業管理局　「愛媛県公営企業管理局中期経営計画の内容と各事業年度の評価結果を

　お知らせします」

　https://www.pref.ehime.jp/site/koeikigyo/2257.html

　この頁の中のPDFを基に作成。使用したファイルとデータは次のとおり。

　＃平成18年度　https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/6574.pdf

　……4ページ。平成16・17・18年度の比較

　＃平成19年度　https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/6575.pdf

　……4ページ。平成16・18・19年度の比較

　＃平成20年度　https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/6576.pdf

　……4ページ。平成16・18・19・20年度の比較

　＃平成21年度　https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/6577.pdf

　……4ページ。平成16・18・19・20・21年度の比較

・図表７-４-２　黒瀬ダムの関係河川使用者

　出典：愛媛県土木部河川港湾局河川課　「加茂川の水利権や水利使用の現状　第３回幹事会」10ページ

　https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/20409.pdf
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